
調査対象区域

　６月１日、商業統計調査が全
国一斉に行われます。
　この調査は、卸売・小売業を
営む事業所を対象とし、商業の
実態を明らかにすることを目的
としています。
　また、統計法に基づいて実施
される国の重要な調査であり、
提出された調査票を、統計上の目的以外に使用するこ
とはありません。
　５月下旬に調査員が調査票の記入のお願いに、各事
業所を訪問いたしますので、ご協力ください。
■問合せ
○市庁舎本館総務課　統計係　℡0897－52－1390
○各総合支所総務課　総務調整係

■電話予約が可能な証明書等（担当課）

○住民票、印鑑登録証明書（市庁舎本館市民課、各総合支所市民福祉課）

○所得証明書、納税証明書、評価証明書など（市庁舎本館納税課、各総合支所税務課）

■電話予約の受付日時　月～金曜日の８時30分～17時15分（祝日・年末年始を除く）

■予約交付の電話番号　各庁舎の代表電話番号（右頁上記に記載）へおかけください。

※各書類の交付には１通につき200円の手数料が必要です。交付の際に持参いただくものなど、詳しくは電話予約の際にお問い合わせください。

　住民票、印鑑登録証明書、税の証

明書等は、担当課へ電話予約をして

おけば、市役所の執務時間外（夜間、

土・日曜日、祝日など）にそれぞれ

の庁舎で受け取ることができます。
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